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職場における
受動喫煙防止のために

1

～「望まない受動喫煙」をなくそう！

参考資料
① 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

（令和元年基発0701第1号）
② 健康増進法の一部を改正する法律の施行につい

て（平成31年健発0222第1号）
③ たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための

測定方法の例（厚労省ホームページ；健康増進法
のページのＱ＆Ａ）

④ 改正健康増進法の施行に関するＱ＆Ａ（厚労省ホー
ムページ）

⑤ 改正健康増進法の体系（厚労省ホームページ）
⑥ 令和元年度版受動喫煙防止対策助成金のご案内
⑦ 令和元年度版受動喫煙防止対策助成金の手引き

日本の喫煙率の推移
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今から５３年前、
喫煙率が一番高かった頃

昭和４１年の成人男性の喫煙率は？

83.7％！

JASHCON

喫煙習慣者の年次推移（性別）

１－１ 喫煙と健康

4

1 2

3 4



2

我が国の受動喫煙起因死亡者数の推計

JASHCON
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そのほかにも、妊娠中の健康への悪影響も大きい。

たばこの害については、ご存知の通りです。詳細な説明は省きますが、実態から

大きな害があることが分かります。

WHOではたばこ葉を含むすべてのたばこ製品は有害であり、加熱式
たばこも例外ではないとしている。

○ 男性 4,523人 (うち職場 3,682人 81.4%)
○ 女性 10,434人 (うち職場 4,110人 39.4%)
○ 合計 14,957人 (うち職場 7,792人 52.1%)

・ 女性が約７０％で家庭での受動喫煙の影響が
約６０%と考えられる。

受動喫煙が労働者に及ぼす影響
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がんの部位別にみた死亡についての相対危険度（日本）
（非喫煙者を１とした時の喫煙者の危険度）

喫煙との相関関係があり患者の９０％以上が喫煙者で、飲酒習慣によりさらにリスクが高

まるともいわれる。タバコを吸い続けてきた50代以降から発症が増える。

男性の発生率は女性の１０倍高いと言われてれる。一説では女性ホルモンの中に粘膜を

保護する働きがあるとのこと。

2

2.7

3.4

5.5

4.8

0

5.4

1.6

2

1.9

0

3.9

2.3

1.9

0 1 2 3 4 5 6

全がん

口唇・口腔・咽頭

食道

喉頭

肺

子宮頚部

尿路（膀胱・腎盂・尿管）

男性

女性

JASHCON

7

受動喫煙と個別疾病との相対危険度
（受動喫煙を受けない者を１とした時の受動喫煙者の相対危険度）

JASHCON

国立がん研究センターがん情報サービス
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JASHCON
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受動喫煙とは

室内またはこれに準ずる環境において、

他人のたばこの煙（ 「呼出煙」と副流煙」）を

吸わされることをいう。（健康増進法第25条）

１－２ 受動喫煙と健康

副流煙は主流煙より

有害物質が多い。

JASHCON
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３

主流煙
JASHCON
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タール 数十種類以上の発がん物質が含まれて
おり、肺がんをはじめ多くのがんを引き起
こす。

ニコチン 依存性があるほか、血管収縮作用や胃酸
の分泌促進作用があり、胃潰瘍や十二指
腸潰瘍などを引き起こす。

一酸化炭素 血管内皮を傷つけ動脈硬化を促進させ、
心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす。酸素の
運搬を妨害し、持久力や作業能率が低下
する。

≪３主成分の有害性≫

たばこ煙は、
なぜ、有害か？

9 10
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JASHCON

加熱式たばこについて

代表的な加熱式たばこは次の3種

加熱式たばこの科学的知見は限られている現状であるが、

✔ 喫煙時の室内ニコチン濃度は紙巻きたばこに比べて低い
✔ 紙巻きたばこと同程度のニコチンを含む製品がある
✔ 主流煙に含まれる主要な発がん物質は紙巻きたばこに

比べて少ない
13

８

シェア ８０％ ５％ １５％

タール ニコチン 一酸化炭素
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タバコの三大有害物質：
アイコス使用者の吸入量■

70％ 100％

1％

Bekki Kanae, et al “Comparison of Chemicals in Mainstream Smoke in Heat-not-
burn Tobacco and Combustion Cigarettes.” J UOEH, 2017: 39(3):201-207. 

事業所規模別の受動喫煙防止対策取り組み状況

（出典：平成27年労働安全衛生調査（実態調査）（厚生労働省））

・ 約69%の事業所が全面禁煙または空間分煙を行っている。
・ 全面禁煙または空間分煙を行っている事業場は年々増加。
・ 規模の大きい事業所ほど対策が進んでいる。
・ 規模の小さい事業所ほど全面禁煙が多い。

職場の受動喫煙防止対策の現状 JASHCON
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○ 全面禁煙・空間分煙の取組みが進んでいる業種

○ 全面禁煙・空間分煙の取組みが進んでいない業種

教育・学習支援業

電気・ガス・
熱供給・水道業

医療・福祉

情報通信業

金融業・保険業

宿泊業・
飲食サービス業

鉱業・採石業・
砂利採取業 農業・林業

（１）事業所での対策の実施状況（業種別）

建設業 製造業

２．１ 職場の受動喫煙防止対策の現状
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２ 職場の受動喫煙防止対策に関する労働安全
衛生法の規定

17

（受動喫煙の防止の努力義務）
第68の2 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労

働者の受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第25
条の4第3号に規定する受動喫煙をいう。第71条第1項におい
て同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情
に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

（国の援助）
第71条 国は受動喫煙の防止のための設備の設置の促

進、・・・その他の必要な援助に努めるものとする。

JASHCON

労働安全衛生法
３ 職場における受動喫煙防止対策の

すすめ方

18

JASHCON

19

＜職場における受動喫煙防止対策の効果的な進め方＞

⇒ 企業における組織的な実施が重要。・経営首脳
・管理（監督）者
・働く人

それぞれの立
場に立った役割
を 果 た し つ つ 、
協力して取り組
むことが効果的

経営幹部、管理者及び労働者の役割・意識

JASHCON

法律の周知等の徹底
率先して行動

受動喫煙防止対策に
積極的に協力

受動喫煙防止対策を
率先実施
職員への適切な指導 20

参考資料①

17 18

19 20
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４ 喫煙可能区域を設定する
受動喫煙防止の効果的な手法

21

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の内容は、
ほぼ、健康増進法の受動喫煙防止の規定を同様であるので、健
康増進法に沿って説明することとする。

「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、
屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半
分以上おおわれているもの内部を指し、これに該当
しないものは「屋外」となる。

受動喫煙防止対策上、「屋内」か「屋外」かが問題となる。

22

改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙 を
禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外につ

いて、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙

措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の概要

１．国及び地方公共団体の責務等

(1)国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め る。

(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を 防止す

るための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3)国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

健康増進法の一部を改正する法律案 概要健康増進法の一部を改正する法律案 概要

多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置
や喫煙場所の特定を行うこととするが、 のある施設の従
業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、以下の施策を講ずる。

１ 20歳未満の者（従業員含む）の立入禁止
多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者（従業員を

含む）を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。
２ 関係者による受動喫煙防止のための措置
関係者（※）に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設け

る。その上で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドライ
ンにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援す
る。※上記１の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者
また、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じ

ているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。
(今回の法律とは別に関係省令等により措置）
（参考） ガイドラインに盛り込む措置の例
① 喫煙室や排気装置の設置などハード面の対策と助成金等利用可能な支援策の概要
② 勤務シフト・店内レイアウト・サービス提供方法の工夫、従業員への受動喫煙防止対策の周知（モデル
労働条件通知書等の活用）などソフト面の対策と相談窓口等利用可能な支援策の概要
③ 従業員の募集や求人申込みの際に受動喫煙対策の内容について明示する等、従業員になろうとする者
等の保護のための措置

24

従業員に対する受動喫煙対策について従業員に対する受動喫煙対策について

21 22

23 24



7

喫煙可能な場所における作業に関する措置
（1）２０歳未満の者の立ち入り禁止

① 喫煙専用室等、20歳未満の立ち入らせて
業務を行わせない。

② 適用除外の場所となっている宿泊施設の客
室や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・
有料老人ホームなどの入居者の個室、業務
車両等の場所に立ち入らないよう措置を講
じること。

25

（2）２０歳以上の労働者に対する措置

20歳以上の労働者についても望まない受動
喫煙を防止する措置

① 勤務シフト、勤務フロア、動線等工夫

② 喫煙専用室等の清掃における配慮

・室内に喫煙者が居ない状態で、換気後

・煙の濃度が高い状態では呼吸用保護具の

着用（ガスマスク）

③ 業務車両内で喫煙者に対し、同乗者の意向
に配慮するよう周知する。 26

2018年 2019年

夏頃 ９月（ラグビーＷ杯）

2020年

４月 ７月（東京オリパラ）

▲ ▲

予算や税制措置も含めた総合的な取組を進める。

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）
（公布後６ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行（第一種施設）② （本年７月１より）

全面施行
2020年４月１日より
(上記以外の施設等)

事前周知

必要に応じて、喫煙専用室の工事等の準備

○ 施設等の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピック
までに段階的に施行する。

施行スケジュールについて施行スケジュールについて

27
28

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、
非喫煙スペースへの２０歳未満の立ち入りは可能

参考資料⑤ 改正健康増進法の体系（Page３of１１）を参照

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置の取られた場所に、
喫煙場所を設置することができる。

配慮義務は喫煙者に課せられている。参考資料①

25 26

27 28
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29

掲示義務掲示義務

○ 施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示
を義務付けること等から、改正健康増進法の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしま
うことはなくなる。

○受動喫煙を生じさせずに
喫煙できる場所が必ずしも
明らかでないため、
・非喫煙者が望まずに
受動喫煙をしてしまう

・喫煙者も、意図せずに
受動喫煙をさせてしまう

ことが生じる。

【現状】

○屋内禁煙 ○喫煙専用室設置（※）
○加熱式たばこ専用の

喫煙室設置（※）

○敷地内禁煙学校・病院・
児童福祉施設等

事
務
所
・
飲
食
店
等

or or

※全ての施設で、
喫煙可能部分は
客・従業員ともに
20歳未満は立ち
入れない

２０
UNDE

R

○屋内禁煙

or

【事務所等】【飲食店のうち新たに開設する又は経営規模の大きい店舗等】

【既存の飲食店のうち経営規模の小さい店舗】

法
施
行
後
、
既
存
の
経
営
規
模
の
小
さ
い
飲
食
店
が
経
営
判

断
に
基
づ
い
て
講
じ
る
受
動
喫
煙
対
策
へ
の
支
援
を
実
施

ま
た
、
新
た
に
開
設
す
る
店
舗
が
段
階
的
に
増
加

【法施行後】

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、
喫煙場所を設置することができる。

○喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮屋外や家庭等

受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか

掲示義務

○喫煙可能（※）

室外への煙の流出防止措置

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、
非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

30

２０
UNDE

R

２０
UNDE

R２０
UNDE

R

① 喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること。 建物の出入り
口でなく、建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以
外に通常利用することのない場所をいう。パーテーション等に
よる区画が考えられる。特定屋外喫煙場所は、施設を利用する
ものが通常立ちいらない場所に設置されるものであるため、
喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるもので
あれば、線を引くという方法でもかまはない。

② 喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること。
③ 第１種施設を利用するものが通常立ち入らない場所に設置する

こと。

〇第一種施設は敷地内全面禁煙であるが
「特定屋外喫煙場所（屋外喫煙所を使う場合）」

喫煙可能な場所を屋外喫煙所に限定して喫煙できる

JASHCON

31

（要件）

参考資料①、②、④

32

喫煙専用室標識等を表示する標識の例が、平
成31年健発０２２２第１号（参考資料②）に喫煙専用室標
識 ２ 喫煙専用室設置施設等標識 等が示されて
いる。

29 30

31 32
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33

壁の高さ
2~3m

吸気用隙間
（10~20cm）

出入口2回以上
クランクがある

喫煙空間

人の往来が多い区域からでき
る限り離すと効果的である。
風下に設置する。

排気口は天井より高い位置で
人通りの少ない場所に向ける。

開放系型 閉鎖型

〇第一種施設で特定屋外喫煙所を作るとしたら、

JASHCON

・ 通気が悪い場所に設置する場合

→ たばこ煙の滞留することに注意する。

・ 建物の軒下や壁際に開放系喫煙所を設置する場合

→ 屋根や壁を伝って建物内にたばこ煙が流入する可能性を十分に

考慮し、建物の傍に設置しないように注意する。

・ 建物出入口等の付近に設置する場合

→ たばこ煙の建物出入口、窓等から建物内への流入に注意する。

JASHCON

【特定屋外喫煙所設置で具体的に注意した方が良いと思わ
れる場所】

34
参考資料①

○ 施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示
を義務付けること等から、改正健康増進法の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしま
うことはなくなる。

受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか

35

○ 施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示
を義務付けること等から、改正健康増進法の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしま
うことはなくなる。

受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか

36

33 34

35 36



10

適応除外措置「既存特定飲食提供施設」

① 令和２年４月１日時点で営業している。

② 個人又は資本金が5,000万円以下の会社が

経営している。

③ 客席が100平米メートル以下であること。

④ 従業員がいない（親族のみを使用）

37

（４）労働安全衛生法に基づく受動喫煙対策
① 実情に応じた措置の努力義務
○ 受動喫煙防止対策の例（ハード面）

受
動
喫
煙
防
止
の
効
果

高 【対策】 【メリット】 【考慮すべき点】

敷地内全面禁煙 受動喫煙を完全に防止可能
設備投資が不要

喫煙者の理解が必要
マナー・ルール違反に
注意が必要

建物内全面禁煙
（屋外喫煙所）

維持費が安価（開放系）
喫煙室より受動喫煙防止効果大

屋外に敷地が必要
設置場所に配慮が必要

空間禁煙
（喫煙室）

喫煙者・非喫煙者
双方の理解が得やすい
都市部でも対応可能

設備費や維持費が高い
喫煙室からの煙の漏れに
注意が必要

換気措置
（接客業など）

顧客がたばこを吸う場合で
も、対策が可能

少なからず、労働者がた
ばこ煙にばく露する

38

２．２ 受動喫煙防止に関係する法令・条約

【メリット】
・ 受動喫煙を完全に防止することが可能。
・ 特別な施設や設備を要しないので、

設備投資や維持費が不要

【問題点】
• 対策に対する喫煙者の理解が必要
• ルール違反にも注意が必要

○ 教育啓発、禁煙相談などソフト面の対策を充実させ、
敷地内全面禁煙に向けた気運醸成が重要

① 敷地内全面禁煙
（屋外も含めた事業場内をすべて禁煙とすること。）

JASHCON

39

◆ 事業場の建物内は全て禁煙
◆ 喫煙可能な場所を屋外喫煙所に限定

屋外喫煙所

屋内事業場

出入口屋外

屋内事業場 屋外喫煙所

① 出入口（開口部）が屋外に面していること。

② 喫煙所が建屋内にあるか否かにかかわらず、屋内事業場
に直接面した部分に開口部のないこと。

② 屋内全面禁煙（屋外喫煙所）

JASHCON

40

２２

（禁煙） （禁煙）

37 38

39 40
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〇第ニ種施設で特定屋外喫煙所を作るとしたら

特徴
1. 屋内に面して出入口がないので煙の漏れはない。

2. 設置費や維持費が安価

3. 広いスペースが必要となるので都市部では難しい

4. 職場から完全に離れますので労働時間のロスやルール違反
者が発生するおそれあり

効果的な手法の例と注意点

1. 喫煙場所を外部か見えるようにすると火災予防対策や労務
管理が容易となる効果がある。

2. 入退室時は煙が漏れやすいため可能な限りゆっくり入退室
する。（たばこの煙を連れてこない）

41 42

第２種施設喫煙室（健康増進法の「喫煙専用室」に相当）
写真の例 参考

JASHCON

出展：厚労省資料
喫煙専用室イメージ図

43

「喫煙専用室」又は 「加熱式たばこ専用室」の
適合条件の確認方法（２）

① 喫煙専用室等の室内に向かう気流

喫煙専用室等と非喫煙区域の境界において、喫煙専用

室等の室内に向かう気流：すべての測定点で0.2m/s以上

測定機器 JIS T 8202 に準拠した一般用風速計

測定点（場所）

喫煙専用室等と非喫煙区域の境界の主たる開口面に

おいて、扉等を完全に開放して測定すること。測定点は

開口弁中央の上部、中央部、及び下部の３点とすること。

JASHCON

44

喫煙室に向かう気流の測定点の例 JASHCON

参考資料③ タバコ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例

２．喫煙専用室等設置の効果の確認方法 に記載されている。

上

下

41 42

43 44
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◆ 屋内に一定の要件を満たす喫煙専用の部屋（喫煙専用室）を
設置

◆ 喫煙室以外の屋内を禁煙とする。

一定の要件

① 出入口が屋内事業所に接し
た場所にあること。

② 屋外排気装置などで室内の
環境が管理されていること。

喫煙室

屋内事業場

出入口

屋外

【メリット】
• 屋外に敷地がない都市部でも対応

できる。

• 喫煙者・非喫煙者の双方の理解を
得やすいバランスの良い対策

【問題点】

• 煙が漏れない部屋を作るため設備
投資が必要

• 換気装置の電気代など維持費がか
かる（年間３８万円）

• 人の出入りなどで煙が漏れることが
あり、煙の漏れがそのまま屋内事業
場の受動喫煙につながるおそれ。

③ 空間分煙（喫煙専用室）

JASHCON

45

２３

（禁煙）

【留意点】

・ 配慮すべき労働者がいる場合は、可能な限り避ける。

・ 換気措置を選択せざるをえない場合も、教育啓発などに

努め、少しでも効果の高い対策に移行できるように努力

「妊娠している者」、「呼吸器や循環器に疾患を持つ者」、「未成年者」

④ 換気措置（接客業の喫煙席など）

◆ 飲食店、ホテル・旅館等では、顧客の喫
煙を制限することが難しい場合がある。

※ 顧客の喫煙をサービスに含めている場合

◆ 従業員の受動喫煙を可能な限り低減するため、喫煙可能区
域を設定した上で適切な換気を実施することが考えられる。

JASHCON

46

２３

○ 喫煙室の扉により、物理的にたばこ煙の漏えいを防止できる。

○ 扉は、引き戸が好ましい。

○ 喫煙室内への十分な給気を確
保できるだけの給気口（ガラリ）を
扉や扉の開放時に
遮られる側壁などに
設置する。

喫煙室の壁

扉
（引き戸）

開放時の
扉の場所

扉の開放方向

ガラリの設置候補①
（扉の下部）

ガラリの設置候補②
（扉の開放時に
遮られる側壁）

ガラリの設置場所候補

＜ 喫煙中は扉を閉鎖して使用し、人が出入りするときのみ扉を開放
する方法＞

JASHCON

47

● ガラリにおける吹き込み風速
が大きくなると、喫煙室内部の
気流を乱す原因となったり、騒
音の原因となったりすることがあ
る。

空気清浄装置（フィルター付喫煙用テーブル）

JASHCON

● 空気清浄装置の設置のみで対策を実施
することは、可能な限り避ける

○ 補助的な活用
屋外排気装置で、喫煙室出入口における気流0.2m/s

以上及び一酸化炭素濃度10ppm以下を確保しても、

喫煙室内の浮遊粉じん濃度が0.15㎎/㎥を超える場合は、補助的に空気清
浄装置を活用することも。

● その他の留意点
空気清浄装置の排気による喫煙室内の気流の乱れへの注意や、空気清浄

装置の設置及びメンテナンス等による維持費用が必要。

空気清浄装置は、たばこ煙の粒子成分を効率よく除
去できるが、ガス状成分は完全には除去できない。

屋外排気装置と併用すべき。

48

・参考資料①、④

45 46

47 48
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【喫煙室の形と屋外排気装置等の配置】

出
入
口

（
開
放
） 灰皿

屋
外

排
気

装
置

屋
外

排
気

装
置

喫煙は屋外排気装置
の近くで行う

◆ 推奨する喫煙室
のレイアウトの例

屋
外

排
気

装
置

扉（閉）
（ガラリ無）

ガ
ラ
リ

たばこ煙が
滞留する箇所

◆ 良くない喫煙室

の レイアウトの例

局所排気を活用する例として、キャノピー

フードを活用した上部排気を行う方法があ

り、特に喫煙者が少ない場合（例：一人用

の喫煙ボックス）は効率的な排気が可能

JASHCON

49

【喫煙専用室使用方法の周知】

• 喫煙専用室内にたばこ煙が拡散するとたばこ煙の排出効率

が悪くなる。可能な限り屋外排気装置の近くで喫煙する。

• 同時に喫煙可能な人数の目安を設定した場合、それを遵守

する。

• 喫煙専用室からの入退出時はたばこ煙が漏えいしやすいた

め、ゆっくり入退出する。

• 喫煙専用室内の気流が乱れるため、喫煙中は窓を開放しな

い。

• 喫煙終了後は速やかにたばこの火を消す。

• 喫煙専用室の清掃中やメンテナンス中は喫煙しない。

JASHCON

50
・参考資料① 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン（令和元年7月1日付）

５ 受動喫煙防止対策に取り組んだ
事業場の事例

51

参考資料 平成30年版受動喫煙防止対策ガイドブック
P３９ 以降を参照

窓は
喫煙時は常に閉

ガラリ

ドア面積：2ｍ＊0.9ｍ
風速：0.2ｍ/s
排風量：2×0.9×0.2×3600＝1296㎥/時
余裕率：30％　として、1296×1.3≒1700㎥/時

事例-1 新たに喫煙室をコーナーに設置の例

52

喫煙所内部の状況が外部から見える
構造（透明なガラス等）にすると、火
災予防対策や労務管理が容易になる
効果がある。

49 50

51 52
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JASHCON

53

事例２ 副流煙が食堂へ流れ込んでいた事例の実地指導

排気方向
と排風機

灰皿6個

喫煙中は窓を開放し、空気取入れ

喫煙室入り口
ガラリなし引戸

窓
は
嵌
合

排気方向と
排風機2基

灰皿6個

喫煙室入口と

空気取入ガラ
リ付き引戸

窓
は
嵌
合

窓
は
嵌
合

既存の喫煙室
（改善前）

実地指導後の喫煙室
（改善後）

41

事例-３ 換気扇を設置した喫煙室（その１）

【対策前】 【対策後】

（シートカーテンで囲った喫煙コーナーを喫煙室に改造）

JASHCON

54

55

～ 意欲的に取り組む事業者をサポート ～
３．現在国が実施している支援事業

受動喫煙防止対策に関する相談窓口

○ 専門家による電話相談（050-3537-0777）
喫煙室の設置、飲食店の喫煙エリアにおける浮遊粉じん

の濃度基準への対応など各種相談

○ 実地指導
依頼者の事業場を訪問しての実地指導、助言

○ 説明会の開催
経営者、人事担当及び安全衛生担当者を対象とした受動

喫煙防止対策に関する説明会を実施。

○ 講師派遣

企業の研修や団体の会合に講師を派遣し、受動喫煙防止
対策について出前講座を実施。

※ 上記はすべて無料です。

平成31年度受託者：(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会

JASHCON

56

53 54

55 56


